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“ちば”共創都市圏におけるグリーンツーリズム推進のための 

マーケティング調査業務委託 企画提案募集要項 

 

1. 委託業務の概要 

(1) 業務名   “ちば”共創都市圏におけるグリーンツーリズム推進のための 

マーケティング調査業務委託 

(2) 業務目的  別添仕様書記載のとおり 

(3) 業務内容  別添仕様書記載のとおり 

(4) 履行場所  千葉市が指定する場所 

(5) 委託期間  契約締結の翌日から平成 30 年 3 月 30 日（金）まで 

(6) 予定価格  上限額 5,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

(7) 業務担当課 千葉市経済農政局経済部観光プロモーション課 

住所：〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

電話：043-245-5066 FAX：043-245-5669 

E-mail：promotion.EAE@city.chiba.lg.jp 

  

2. 参加資格要件 

本業務の企画提案を行う者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者で、次のいず

れにも該当しない者であること。 

(ア) 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

(イ) 本業務委託の契約締結に係る見積日前6か月以内に不渡り手形又は不渡り小切手を出した者 

(ウ) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の更生手続の開始申立てをした者で、同法に基づく

裁判所からの更生手続開始の決定がなされていない者 

(エ) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の再生手続開始の申立てをした者で、同 

法に基づく裁判所からの再生計画の認可の決定がなされていない者 

(オ) 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和 60 年 8 月 1 日施行）に基づく指名停

止措置等を参加申込期限の日から見積日までの間に受けている者 

(カ) 千葉市内において、都市計画法（昭和 43 年律第 100 号）に違反している者 

(キ) 千葉市暴力団排除条例（平成 24 年第 36 号）第 9 条に規定する暴力団員等又は暴力団密接

関係者 

(ク) 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金含む）を完納してい

ない者 

(ケ) 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、

個人住民税の特別徴収を行っていない者 

(2) 平成 28・29 年度の千葉市入札資格を有すると認められている者であること。 

(3) 過去 5 年間に公的主体（※）の観光推進にかかるマーケティング調査業務の元請実績を有する

者であること。 

※公的主体 

(ア) 国、特殊法人等及び地方公共団体 

(イ) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に定める公的医療機関 
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(ウ) 国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人 

(エ) 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立大学法人 

 

3. 参加に関する手続き 

(1) スケジュール 

内容 日程（全て平成 29 年） 

① 公募募集要項の公表 11 月 28 日（火） 

② 参加申込書受付 11 月 28 日（火）～12 月 8 日（金） 

③ 質問書の受付 11 月 28 日（火）～12 月 5 日（火） 

④ 質問書の回答 12 月 6 日（水） 

⑤ 参加資格確認及びヒアリング通知の送付 12 月 8 日（金）以降 

⑥ 企画提案書の受付 12 月 13 日（水）まで 

⑦ 提案審査 12 月 19 日（火）を予定 

⑧ 審査結果通知 12 月 20 日（水）を予定 

 

(2) 参加手続き 

① 参加申し込み 

 参加を希望する者は、下記のとおり必要書類を提出すること。 

(ア) 提出期限 

平成 29 年 12 月 8 日（金）午後 5 時必着※厳守 

(イ) 提出方法 

持参とする。郵送、FAX、電子メールでの提出および受付期間を過ぎて提出された場

合は一切受け付けない。 

(ウ) 提出先 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 番 1 号 

千葉市経済農政局経済部観光プロモーション課（千葉市役所 2 階） 

(エ) 提出書類 

1 参加申込書 様式第 1 号 

2 誓約書 様式第 2 号 

3 会社概要 様式自由 

4 過去の類似業務の実績を表すもの（契約書の写し、仕様書等） 様式自由 

(オ) 提出部数 

 1 部 

(カ) 参加資格確認及び面接通知の送付 

上記により提出を受けた書類に基づき参加資格の確認を行い、平成 29 年 12 月 8 日

（金）以降にその結果を電子メールにより通知する。 

 

(3) 内容に関する質問 

 本募集要項及び企画提案仕様書の内容について不明な点が生じた場合は、下記により質問す

ること。 
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① 受付期間 

平成 29 年 12 月 5 日（火）午後 5 時必着※厳守 

② 提出方法 

 電子メールによる。持参、郵送、FAX、電話での質問および受付期間を過ぎて提出された

質問は一切受け付けない。電子メールの件名は「プロポーザル募集質問書」とする。 

③ 提出先 

千葉市経済農政局経済部観光プロモーション課（promotion.EAE@city.chiba.lg.jp） 

④ 提出書類 

質問書（様式第 3 号） 

⑤ 質問に対する回答 

平成 29 年 12 月 6 日（水）までに回答し、質問および回答については、市ホームページ

に公開する。 

なお、質問の回答内容については、本募集要項の追加または修正とみなす。 

 

(4) 企画提案書の提出 

 参加資格確認及び面接の通知を受けたものは、以下により企画提案書を提出すること。 

① 受付期間 

 平成 29 年 12 月 13 日（水）午後 5 時必着※厳守 

② 提出方法 

持参又は郵送とする。郵送の場合、提出期限までに必着のこと。また、事故等による未

着について本市では責任を負わない。 

③ 提出先 

〒260-8722 千葉市中央区千葉港 1 番 1 号 

千葉市経済農政局経済部観光プロモーション課（千葉市役所 2 階） 

④ 提出書類 

1 企画提案書（書式は定めない。ただし、A4 判片面にて作成すること） 

2 上記1の電子データ（Microsoft Word形式、Microsoft Excel形式、Microsoft PowerPoint

形式または PDF 形式） 

3 業務実施に係る見積書 

⑤ 提出部数 

正本 1 部（社名を記載し押印する）、企画提案書のみ副本として 10 部（社名等未記入） 

 

(5) ヒアリング 

 企画提案書の提出者に対し、ヒアリングを実施する。 

① 開催日 

 平成 29 年 12 月 19 日（火）予定 

② 出席者 

 本委託を担当する管理技術者を必須とし、担当技術者の中から選出した計 3 名以内とす

る。 

③ 内容 

 企画提案書の内容について、プレゼンテーションを実施、その後、プレゼンテーション

内容についてヒアリングを行う。 

mailto:promotion.EAE@city.chiba.lg.jp
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④ 時間 

 プレゼンテーション 20 分、ヒアリング 10 分計 30 分程度を予定。ただし、応募者数に

より変更となる場合がある。 

⑤ 留意事項 

(ア) ヒアリングの際には、参加者を特定することができるような表現をしないこと。 

(イ) ヒアリングに参加しない場合は、審査の対象としない。 

(ウ) ヒアリングの詳細については、ヒアリング開催通知で改めて案内する。 

 

(6) 提案の無効に関する事項（不適格事項） 

次のいずれかの事項に該当した場合は、提案を無効または失格とする。 

① 提出期限を過ぎて参加申込、企画提案書等が提出された場合 

② 提出書類に虚偽の記載があった場合 

③ 提出書類に重大な誤脱があった場合 

④ 会社更生法の更生手続開始、民事再生法の再生開始等の申し立てをする等、契約を履行す

ることが困難であると認められる状態になった場合 

⑤ 審査の公平を害する行為があった場合 

⑥ その他、企画提案にあたり、著しく審議に反する行為があった場合 

 

 

4. 事業者選考 

(1) 選考方法 

選考は、千葉市で設置する選考委員会で提出された企画提案書及びヒアリングにより、下記

（3）の審査基準に基づいて選定する。 

 

(2) 企画提案書等 

① 企画提案書表紙 

② 企画提案書本文 

提案は、目的達成に資する次の各項目について行うこと。 

(ア) 実施方針 

 業務仕様書に基づき目的や条件等を踏まえ、本業務に対する貴社の基本的な考え

方及び実施に向けた取組方針等を具体的に記述すること。 

(イ) 実施内容 

 業務仕様書に基づき行う調査の手法・設問設定・集計方法等について明記するこ

と。 

 得られたデータの分析方法やターゲット、コンセプト、プロモーション手法、KPI

設定にあたっての助言・指導の考え方等について明記すること。 

 その他、本業務において効果的な事項があれば記載すること。 

(ウ) 実施体制 

 本業務の管理責任者・人員配置等の実施体制を記述すること。 

 業務工程を具体的に記述すること。 

 業務全般のスケジュールを示すこと。（スケジュールは工程別に記載すること。） 
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(エ) 事業実績 

 過去 5 年間における公的主体の観光推進にかかるマーケティング調査業務の元請実

績を示し、その特徴及び成果等を記述すること。 

③ 業務に要する見積書 

 企画提案仕様書に記載の業務を実施するために必要な経費を算定すること。 

 見積書の項目（内訳）は、できるだけ詳細に分類して記載すること。 

 業務委託料の上限額を超える事業の提案を行う場合、超過する部分は提案者の負担と

する。 

 

(3) 審査基準 

選定に係る評価項目等は次のとおりとする。 

 評価項目 採点の主な観点 配点 

1 企画内容に関すること 

1-1 目的理解 本調査業務の目的を理解した提案内容であるか 10 

1-2 調査内容 調査内容の設計及びその実施方法が適切か 20 

1-3 分析内容 調査結果の分析手法が適切か 20 

1-4 助言・指導 収集したデータや分析結果に基づき、市に適切な助

言・指導を行うことができるか 

20 

2 実施体制に関すること 

2-1 事業実績 過去 3 年間において他都市等における本業務と同

種または類似する業務の実績が 2 件以上ある場合

に加点する 

5 

2-2 スケジュール 実施手順・業務量の把握が適切で、具体的かつ実現

性のある内容となっているか 

10 

2-3 実施体制 組織、技術人員などの業務実施体制が十分に整って

いるか 

5 

3 経費 

3-1 経費 経費は適正であるか 10 

合 計 100 

 審査結果に基づき、総合的な判断により契約予定者を選定する。 

 審査委員の合計総評価点の平均が 60 点未満の事業は不採用とする。 

 本業務の企画提案を行う者が 1 社の場合も、審査を実施する。 

 審査の結果、合計総評価点が同点になった場合、審査委員の合議により選定を決定する。 

 

(4) 審査・選定結果通知 

 審査・選定結果は、決定後速やかにすべての参加者に通知する。なお、審査結果に関する意

義の申し立ては受け付けない。 

 

5. 契約 

(1) 選考により最優秀提案と決定した提案を提出したものを委託先候補とし、詳細な業務の内容及
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び契約条件について協議・合意した後に、業務委託契約を締結する。なお、協議の結果、企画

案の一部を変更する場合がある。 

(2) 前項の交渉が不成立の場合には、千葉市は順次、次点以下の提案者と交渉を行い、委託契約を

締結する。  

 

6. その他 

(1) 書類等に作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(2) 提出書類の作成に係る費用は、全て参加者の負担とする。なお、提出された書類は返却しない。 

(3) 採択された企画提案書の著作権は千葉市に帰属するものとする。 

(4) 企画提案書や選考結果（不採用となった参加者の名称、審査結果を含む）は、第三者から公文

書開示請求があった場合、原則として開示の対象とする。ただし、本企画提案選考期間は、千

葉市情報公開条例（平成１２年条例第５２号）第７条の規定に基づき、開示の対象としない。 

(5) 本企画提案に関連し、知り得た情報については、本市の承諾を得ることなく、第三者に漏らし

てはならない。 

(6) 本市は、提出書類及びその内容を本業務以外に無断で使用しない。 

(7) 企画提案書の提出後、本市の判断によりヒアリングによる内容の確認、補足資料の提出を求め

ることがある。 

(8) 企画提案書の記述が、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象とな

っているものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うこととする。 

(9) 本企画提案に関して、追加すべき情報があった場合には、本市ホームページに記載するものと

する。 

 

7. 問い合わせ先 

   千葉市経済農政局経済部観光プロモーション課 

  〒260-8722 千葉市中央区千葉港１番１号 

  電話.043-245-5066 Fax.045-245-5669 

    電子メールアドレス promotion.EAE@city.chiba.lg.jp 

 

以 上 


